
概要 

 

「電気及び電子機器廃棄物の輸出入に係るバーゼル法該非判断基準（案）」について 

 

令和６年８月 

環境省環境再生・資源循環局 

廃棄物規制課 

 

１．制定の趣旨 

 平成元年３月 22 日にスイス連邦バーゼルで作成された「有害廃棄物の国境を越え

る移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」（平成５年条約第７号。以下「バ

ーゼル条約」という。）の附属書の一部が、令和４年６月に行われた第 15回締約国会

議（COP15）において改正され、令和７年１月１日から効力を生じることに伴い、バ

ーゼル条約及び同条約を担保している特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する

法律（平成４年法律第 108号）に基づいて電気及び電子機器廃棄物の輸出入を行う際

に、当該廃棄物が規制対象に該当するか否かを適切に判断することができるよう、電

気及び電子機器廃棄物の輸出入に係るバーゼル法該非判断基準を策定することとす

る。 

 

２．基準（案）の内容 

別紙のとおり 

 

３．適用時期 

 令和７年１月１日（予定） 

 

 

 

 

 

 


